
平成20年４月１日から

後期高齢者医療制度
が、始まります。

75歳以上の人を

「後期高齢者」と

いいます。

老
人
保
健
制
度
で
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受
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た
へ

老
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健
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へ

平成20年４月 から 老人保健制度 が 後期高齢者医療制度 へ

老
人
保
健
制
度
か
ら

　
　
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ

　
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
新
し
く
「
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
」が
始
ま
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
国
民
健
康
保
険
や
被
用
者
保
険(

健

康
保
険
や
共
済
保
険
な
ど)
の
資
格
を
持
ち
「
老

人
保
健
制
度
」
で
医
療
を
受
け
て
い
た
75
歳
以

上
の
人
は
、
独
立
し
た
新
し
い
「
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
」
に
加
入(

移
行)

し
て
医
療
を
受
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
老
人
医
療
費
が
増
大
す
る
中
、
現
役

世
代
と
75
歳
以
上
の
高
齢
者
世
代
の
負
担
と
給

付
を
明
確
に
し
、
高
齢
化
社
会
に
対
応
す
る
公

平
で
分
か
り
や
す
い
し
く
み
の
制
度
と
し
て
創

設
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　｢

老
人
保
健
制
度｣

は
市
町
村
が
主
体
で
し
た

が｢

後
期
高
齢
者
医
療
制
度｣

は
、
都
道
府
県
単

位
で
設
立
さ
れ
全
市
町
村
が
加
入
す
る｢

後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合｣

が
、運
営
し
ま
す
。
　

　
保
険
料
は
、
介
護
保
険
と
同
様
に
被
保
険
者
ご

と
の
所
得
に
応
じ
て
算
定
さ
れ
、
原
則
と
し
て
県

内
同
一
基
準
で
す
。

②
原
則
と
し
て
年
金
か
ら
天
引
き

　
保
険
料
の
徴
収
事
務
は
市
が
行
い
、
原
則
と
し

て
年
金
か
ら
の
天
引
き
と
な
り
ま
す
。

③
所
得
の
低
い
人
は
軽
減

　
所
得
の
低
い
人
は
、
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
各
医
療
保
険
で
扶
養
家
族
だ
っ
た
人
が

75
歳
に
な
る
と
、
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
保

険
料
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
加
入
時
か
ら
２
年
間
の
保
険
料
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。

※
保
険
料
の
具
体
的
な
算
定
基
準
は
、
決
定
次
第

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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◆
医
療
を
受
け
る
と
き
の
一
部
負
担

①
75
歳
以
上
の
人
（
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
）

②
65
歳
以
上
で
寝
た
き
り
な
ど
の
一
定
以
上
の

障
害
が
あ
る
人
（
市
に
申
請
し
、
広
域
連
合
の
認

定
を
受
け
て
か
ら
）

　
75
歳
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
加
入
し
て
い
る

国
民
健
康
保
険
な
ど
の
医
療
保
険
を
脱
退
し
、

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　
現
在
、
老
人
保
健
制
度
で
医
療
を
受
け
て
い

る
人
は
、
引
き
続
き
20
年
４
月
か
ら
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
対
象
者
に
な
り
ま
す
。

　　　
被
保
険
者
全
員
に
、
一
人
一
枚
の
新
し
い
保

険
証
（
カ
ー
ド
）
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

①
す
で
に
老
人
保
険
制
度
で
医
療
を
受
け
て
い

る
人
に
は
、
新
し
い
保
険
証(

カ
ー
ド)

を
郵
送

し
ま
す
。

②
20
年
４
月
以
降
に
75
歳
に
な
る
人
は
、
届
け

出
が
必
要
で
す
。(

案
内
を
郵
送
し
ま
す)

　
こ
れ
ま
で
の
老
人
医
療
と
同
じ
で
、
１
割
（
現

役
並
み
の
所
得
が
あ
る
人
は
３
割
）
負
担
で
す
。

①
保
険
料
は
個
人
ご
と
に

　
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入(

移
行)

す
る
と
、

個
人
ご
と
に
保
険
料
を
負
担
を
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆
対
象
者
（
対
象
と
な
る
と
き
）

◆
保
険
証

後期高齢者制度の運営のしくみ

◆ 高知県内のすべての市町村が加入する高知県後期高齢者医療広域連合が、この制度を運営します。

◆ 香南市の役割〈 窓口は市役所保険医療課 〉
　・保険料の徴収・申請や届け出の受付・保険証の引き渡しなどの窓口業務を行います。

高知県後期高齢者医療広域連合
● 保険料の決定　● 医療給付

　　公費［国４：県１：市町村１］　約 50％

被保険者の

保険料 約10％
後期高齢者支援金　約 40％

［各医療保険の保険料から］

医療機関

市町村

後期高齢者医療制度

被保険者

社会保険診療
報酬支払基金

各医療保険（国保・健保・共済など）の被保険者
［ 75歳～ ］ ［０～7４歳 ］

特
性
に
応
じ
た
医
療
サ
ー
ビ
ス

一
部
負
担
金 (

１
割
ま
たは３割)

保険料
年金から
 天引き

医療給付の支給
　(9割または7割)

保険料

納付 交付

納付

新
し
く

◆
保
険
料

◆
問
い
合
わ
せ

各医療保険
（国保・健保・共済など）

ご理解をよろしく
　　お願いします！
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